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第１章 西京区基本計画とは                                

 

第１節 計画の位置付け 
 

○西京区基本計画は，区の将来の姿や目指すべき方向性を区民と行政が共有し，協働してまち

づくりを進めていくための中長期のビジョンです。 

○西京区基本計画は，「京都市基本構想（グランドビジョン）」の下，京都の未来像と主要な政

策を明示した「京都市基本計画」とは同列・相互補完の関係を持っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 取組期間 
 

西京区基本計画の取組期間は，平成 23 年度から平成 32 年度の 10 年間とします。 

 

第３節 策定に当たっての考え方 
 
 計画の策定に当たっては，以下の考え方に基づき行いました。 

 

○西京区の目指すべき将来の姿の実現に向け，まちづくりの方向性や具体的な取組について示

し，区民と行政との協働の下で取り組むまちづくりの指針となる計画を策定しました。 

○区民が主体となる計画とするため，区民が理解しやすく，共感が得られる計画を策定しました。 

○区民の意向を最大限反映した計画とすべく，住民円卓会議において集約された知恵や情熱な

どの成果を計画に確実に反映させました。 

○京都市基本計画とは同列・相互補完の関係とし，連携しながら計画を策定しました。 

 

 

 

京都市基本構想（グランドビジョン） 

〈２００１年～２０２５年〉 

２１世紀の京都のまちづくりの方針を理念的に示す長期構想 

 
京都市基本計画 

〈２０１１年～２０２０年〉 

全市的な未来像と主要な政策を明示 

す る 都市 経営 の基 本と な る計 画 

西京区基本計画 

〈２０１１年～２０２０年〉 

基本構想に基づく区の個性を生かし

た魅力ある地域づくりの指針となる

計画

同列・相互補完
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第２章 西京区の概要                                   

第１節 西京区のあらまし 

京都市の南西部に位置し，京都の西の玄関口としての役割を担っている西京区は，     

昭和 51 年 10 月に桂川を境として，右京区から分区して誕生しました。 

区域の北側と東側は，右京区，南区と接しており，西側と南側は，向日市，長岡京市，亀岡市，

島本町，高槻市などと接しています。 

区域には，嵐山をはじめとする西山連峰や，京都の代表的な河川である桂川を有し，豊かな

緑とうるおいある自然に恵まれた地域となっています。 

西山の麓には古刹，名刹が点在するほか，かつて京都と丹波をつないだ旧山陰街道も残り，

往時をしのぶことができます。 

 

第２節 西京区の現状 
 
■「若い」区である一方，進みつつある人口の減少と高齢化 

人口は，平成 2２年４月 1 日現在で 152,０５４人となっており，平成 1７年の国勢調査時

と比較すると，２，７０２人，率にして約 1.7％減少しており，中でも洛西ニュータウンでの

減少の傾向が続いています。 

15 歳未満の人口の割合は 14.6％（平成 2２年４月 1 日現在）と全区の中で最も高く，また，

65 歳以上の人口の割合は 19.0％（平成２１年１０月１日現在）と全区の中で最も低く，京都市

の中では最も「若い」区であると言えます。しかし，65 歳以上の人口の割合が 20％を超えて

いる学区・地域も見られ，今後，徐々に高齢化が進むことが予想されます。 

一方，保育園，幼稚園，小中学校に通う子ども世代が多く住む地域としての特徴も見られ， 

平均世帯人員は，2.48 人（平成 2２年４月 1 日現在）で，京都市全体の値を上回っており，

ファミリー世帯が比較的多くなっています。 

 

■人と人とのつながりを生かしたまちづくり 

高齢者を対象とした健康づくり活動をはじめ，歴史的な資源を生かした地域でのお祭りなど，

自治会をはじめとした地域の様々な団体による活動が展開されており，区民から高く評価され

ています。 
さらには，ボランティアやＮＰＯによるまちづくり活動，将来の洛西ニュータウンのまちづ

くりを考える「洛西ニュータウン創生推進委員会」による住民主体の取組など，多彩な活動が

展開されています。 
一方，地域で活動を担う人々の中からは，地域の高齢化や若い世代の活動への参加の減少な

ど，地域コミュニティの希薄化を心配する声も挙がっています。特に，地域コミュニティの中

枢を担う自治会については，組織の高齢化や担い手不足といった懸念が示されています。 
 
■地域の安心安全な生活を支える取組 

防犯パトロール活動や区民と区役所・支所，警察署などが連携した交通安全運動，地域の各

種団体が連携した防災訓練など，「安心安全なまちづくり」に向けた取組が積極的に展開されて

います。 

現在，地域の人と人とのつながりの希薄化が懸念される中，これらの防犯や防災に関する取

組に対する区民の関心が高まっています。 
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■豊かな自然と環境への配慮 

西部に嵐山，小塩山，ポンポン山など西山連峰の丘陵を有し，豊かな緑を求めて，ハイキン

グなどに訪れる人も多くなっています。区の東側に流れる桂川や河川沿いの自転車道路（京都

八幡木津自転車道），嵐山周辺の水辺環境などは，人々の散策や憩いの場として広く親しまれて

います。また，区の西側の洛西地域を流れる小畑川や善峰川が，西山から流下する支流を集め

ています。 

さらに，洛西竹林公園や大原野森林公園，桂坂野鳥遊園など，豊かな自然とのふれあいを楽

しむことができる施設もあり，街路樹などのまちなかの緑も多く，区民が身近に自然を感じる

ことができます。 

また，区内では他に先駆けてまちの美化活動やごみの減量，リサイクルなどに関する取組な

どが活発に行われており，区民の環境に対する関心の高さがうかがえます。 

 
■盛んな近郊農業とうるおいのある景観 

区内では，大枝の柿やたけのこをはじめとする近郊農業が盛んに行われています。特に大原

野における広大な田畑は，西京区の農業生産の中心的な位置を占めており，水稲や露地野菜な

どが栽培されています。これらの農地は食料を供給するための重要な生産基盤となるとともに，

うるおいのある景観を形成する役割を担っています。 
 

■魅力ある文化・観光資源と充実する学術研究施設 

嵐山の法輪寺，松尾大社，西芳寺（苔寺），華厳寺（鈴虫寺）などをはじめ，西山山麓の大原

野神社，勝持寺（花の寺），善峯寺など，魅力ある史跡や古刹，名刹が数多く存在しています。 

また，旧山陰街道沿いでは京都市市街地景観整備条例に基づく「西京樫原界わい景観整備地

区」に指定されている歴史的な町並みが広がっており，桂川沿いには，江戸初期に造営された

桂離宮があります。 

さらに，国際日本文化研究センターや京都市立芸術大学，京都経済短期大学，平成 15 年開

設の京都大学桂キャンパスなど，有数の学術研究施設が立地しています。 

 
■整備が進む都市基盤 

京都と大阪方面を結ぶ阪急電鉄京都線が区の東部を南北に通り，平成 15 年には，洛西口駅

が開設され，阪急京都線（洛西口駅付近）連続立体交差化事業が進められています。  

また，桂駅を分岐点として北西に嵐山線が桂川に沿うように通り，上桂，松尾，嵐山の３駅

が設置されています。そのほか，西京区と隣接する南区に，平成 20 年，ＪＲ桂川駅が開設さ

れ，西京区内各地と桂川駅を結ぶバスも運行されています。 

一方，道路については，かつての山陰街道である国道 9 号が区の中央を東西に通り，基幹的

道路として機能しています。桂川には，松尾橋，上野橋，西大橋，桂大橋が架かっており，こ

れらは京都市内の中心部につながるルートにもなっています。 
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第３節 まちづくりの課題 
 

■だれもが住みよいまちづくりの推進と地域コミュニティの活性化 

子どもや高齢者，障害のある人などすべての区民が人権と個性を尊重され，安心・安全で健

やかに，いきいきと暮らせるまちづくりを進めていく必要があります。 

また，地域コミュニティの活性化を図り，自治会活動をはじめとした多彩な地域活動が続け

られるまちづくりを進めるとともに，自治会や各種団体，ボランティアやＮＰＯなどの連携に

ついても検討していくことが必要です。 
 
■うるおいある自然の保全と環境にやさしいまちづくりの推進 

地球温暖化対策が急務である今日，西京区の有する豊かな自然環境の保全に努めるとともに，

それらを次代に伝えていく必要があります。 
また，区民の環境に対する意識の啓発や取組の普及に努め，区民一人一人が環境問題に対し

関心を持ち，行動する，環境にやさしいまちづくりを進めていく必要があります。 

さらに，区民が農業とふれあう機会などを通じて農業の振興を図るとともに，食料の供給や

景観などの面からも重要な役割を果たしている農地の保全について考える必要があります。 
 

■地域資源を活用したまちづくりの推進 

区内に数多く存在する文化・観光資源について，その保全と魅力の向上に引き続き努める必

要があります。一方，観光客が集中することによる交通渋滞や観光マナーなどの面について懸

念が高まる中，区の観光振興と区民の日常生活との調和を図っていく必要があります。 

また，区内に存在する学術研究施設について，情報発信などをはじめ，その存在感を強めて

いくとともに，地域との共存関係の構築を進め，開かれた学術拠点づくりに取り組む必要があ

ります。 

 

■都市基盤の整備と公共交通体系の見直し 

現在，京都第二外環状道路の整備事業や国道 9 号と嵯峨街道の交差部での京都西立体交差事

業(千代原口地区)，桂川街道の北進及び桂川橋梁（久世梅津北野線）の整備に向けた取組など

が進められていますが，これらの幹線道路の渋滞解消などに向け，整備を着実に進めていく必

要があります。 

また，広域的な事業については，引き続き関係機関との連携を図り，公共交通体系の見直し

などを進めていく必要があります。 
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第３章 西京区の将来の姿                                 

 

第１節 西京区の将来の姿 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 基本理念 

 

西京区では，これまで，区民と行政の協働により，区の個性を生かした，魅力あふれるまち

づくりに取り組んできました。 

新たな基本計画の下，区民と行政の連携を更に強めながら，区の更なる発展と魅力あるまち

づくりを進めていきます。 

「○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○まち」 

西京区の将来の姿を表す標語やキャッチフレーズ 
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第４章 まちづくりの方向性と取組                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４つのまちづくりの方向性と取組 

 

 

第１節 人と人とが支え合う区民が主役のまちづくり 

     ～地域の絆を育み，安心して暮らせるまちを目指して～ 

 

【含まれる分野】 

 ○人権       ○地域コミュニティ ○区民参加 

 ○地域福祉     ○子育て      ○高齢者福祉 

 ○障害者福祉    ○健康・医療    ○教育 

 ○安心・安全    ○商工業 

第２節 環境と共生するまちづくり 

     ～美しい自然を守り育て，未来へ引き継ぐまちを目指して～ 

 

【含まれる分野】 

 ○自然環境     ○歩くまち・京都   ○まちの美化     

○循環型社会    ○景観・住環境    ○農業 

第３節 人と歴史・文化が輝くまちづくり 

     ～地域の魅力を生かし，多彩な交流が進むまちを目指して～ 

 

【含まれる分野】 

 ○歴史・文化    ○観光       ○スポーツ 

 ○交流       ○生涯学習     ○大学等との連携 

第４節 暮らしやすい都市基盤が整うまちづくり 

     ～快適で，いつまでも住み続けたいと思うまちを目指して～ 

 

【含まれる分野】 

○公共交通     ○道路環境     ○河川等整備 
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第１節 人と人とが支え合う区民が主役のまちづくり 
～地域の絆を育み，安心して暮らせるまちを目指して～ 
 

だれもがいつまでも安心して暮らすことができるよう，自治会や各種団体，ＮＰＯなど，

地域の様々な団体の力を生かし，人と人とのつながりを大切にしながら，お互いを支え合

えるまちづくりを進めます。 

また，子どもや高齢者の見守り活動をはじめ，地域を挙げた防犯活動や交通安全活動な

ど，いつまでも安心して暮らすことができるまちづくりを進めるとともに，住みよい環境

づくりに努めます。 

 

１ だれもが尊重されるまちづくりの推進                                       

 
子どもも高齢者も，女性も男性も，障害のある人もない人も，また，国籍や民族，生まれや

生い立ちに関係なく，互いに支え合い，いきいきと暮らせるまちづくりを進めます。 

 
人権文化の構築  

 1☆◆憲法月間や人権月間において，街頭啓発や講演会などを実施し，日々の暮ら

しの中に，人権を大切にし，尊重し合う習慣が根付いた人権文化の構築を目指

します。 

 

 
セーフティネットの確保  

 ２☆◆だれもが安心して暮らせるために，民生委員や児童委員，関係機関と連携し，

地域の福祉ニーズを見逃さず，必要な福祉サービスにつなげるなど，いわゆる

セーフティネットの確保のための取組を推進します。 

 

 
ユニバーサルデザインの推進  

 ３☆◆ユニバーサルデザインに関するアイデア集の発行やアドバイザーの派遣な

どを実施し，ユニバーサルデザインの普及を促進します。 

４◆ユニバーサルデザインの考え方を踏まえて，高齢者や障害のある人をはじめ，

子ども，妊婦，外国人などだれもが使いやすい空間の創出に努めます。 

 

 
男女共同参画社会の実現  

 ５☆◆男女共同参画の理念についての啓発活動や，政策や意思決定の場に男女が共

に参画できる条件整備，ワーク・ライフ・バランスの推進，ドメスティックバ

イオレンス対策などに取り組み，男女が共に社会のあらゆる分野で個性と能力

を発揮できる男女共同参画社会の実現を目指します。 

 

 

 
 

 
 

取組主体について 

 ☆：区民が，行政からの支援と協力を得ながら進めていく取組 

 ◆：行政が，区民の参画や協力を得ながら進めていく取組 
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２ 地域コミュニティの更なる活性化                                     

 
自治会をはじめとする地域コミュニティの力を生かしたまちづくりを進めるとともに，少子

高齢化社会を支えることができる地域コミュニティの形成など，だれもが安心・安全に暮らせ

るまちづくりを進めます。 

 
人と人とのつながりづくり  

 ６☆◆自治連合会や各種団体などを基盤とした地域コミュニティの活性化のため

の具体的な方策について検討を進めます。 

７☆地域の伝統行事やスポーツ大会，学区・地域を越えたイベントなど，参加しや

すく楽しむことができる行事を開催し，新旧住民や世代の異なる住民同士のつ

ながりづくりを進め，活気ある地域づくりにつなげます。 
８☆◆西京区民ふれあい事業などを開催し，人と人との絆を育む地域コミュニティ

の活性化を推進します。 

９☆◆「西京塾」での取組をはじめ，地域コミュニティの活性化に向け，様々な活

動を展開する団体等とともに，地域住民のコミュニケーションの拡大を図ります。

１０☆◆「西京まち・ひと・情報データバンク（にしきょう・ねっと）」などを活用し，

様々な地域活動を展開する団体の交流の推進や活動の機会づくりを支援します。 

 

 

お互いが支え合える地域づくり  

 １１☆自治会や各種団体をはじめとする様々な団体が，分野を越えて連携を強め，

地域を支える基盤の強化を図ります。 

１２☆地域で活動を展開するボランティア団体の支援など，住民同士で支え合い，

住民の力を地域に生かすことができるしくみづくりを進めます。 

 

 

地域のまちづくり活動の充実  

 1３☆地域コミュニティの基盤ともなる自治会活動について，広報を充実させるな

ど，地域での理解と周知を図り，自治会活動に参加しやすいしくみづくりなど

を進めるとともに，自治会への加入促進に努めます。 

1４☆自治会同士の連携を強め，情報の発信や地域活動への参加者の掘り起こしな

ど，共通の課題の解決に向けた情報交流などを進め，地域自治の活性化につな

げます。 

1５☆学校や児童館などをまちづくり活動の拠点として有効に活用し，まちづくり

活動の充実に努めます。 

1６◆市民団体や NPO，ボランティアの活動に必要な環境の整備を推進し，それら

の団体の育成と活動の活性化を図ります。 
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「洛西ニュータウン」創生のまちづくり  

 １７－１☆◆「洛西ニュータウン創生推進委員会」において，様々な議論を深め，

まちづくり事業を実施することにより，多様な活動団体等と連携を図り，さら

に住民に開かれたまちづくり活動を展開します。 

１７－２☆◆「創生推進委員会」を基点として，ニュータウン全体に関わる課題に

ついて，住民の価値観の共有と合意形成を図りながら，まちづくりを進める体

制へと発展するよう，住民，行政，大学等が連携して取り組みます。 

１７－３☆◆住民が主体となって，自立，持続可能な新しいまちづくり体制を構築

し，まちの魅力を高め，発信します。 

 

 

地域を支える人づくり  

 1８☆地域活動に意欲を持った人や地域に貢献できる技能を持った人材の発掘を進

めます。 

1９☆◆各学区・地域の課題解決に向けて活動する「まちづくりリーダー」を中心

に，自治会活動の活性化を図り，地域力の向上を目指します。 

 

 

だれもが住みよいまちの実現   

 2０☆社会規範が守られる住みよいまちを実現するため，アンケートの実施などに

より地域の課題を把握するとともに，相談会や講習会を開催し，社会道徳やマ

ナーを大切にする心を育みます。 

 

 

３ 協働によるまちづくりの推進                                            

 
区民と行政との協働によるまちづくりを推進するため，区政のあらゆる場面において，様々

な方法により，区民が区政に参画できる機会としくみづくりを進めます。 

 
区民参加の促進  

 ２１☆◆インターネットや市民しんぶんなど，多彩な広報媒体を活用した広報活動

  や広聴活動の実施，情報公開の促進などにより，区民の意見を区政に反映させ

  る機会としくみづくりに努めます。 

２２☆◆公共施設の整備やイベントの企画，運営において，ワークショップなどを

  積極的に活用し，区民の区政や地域に関する思いを，施策の展開に生かすよう

  努めます。 

２３☆◆「市民共汗サポーター」を中心に，区民がまちづくり活動へ積極的に参加

できる取組を推進し，区民と行政の協働によるまちづくりを推進します。 

2４☆◆インターンシップの積極的な受け入れや学生向け事業に関する学生の意 

見・ニーズの反映など，区政運営の企画，実施，評価の各過程における学生の

参画を促進します。 
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４ 地域福祉の推進                                              

 
地域の福祉力を高め，だれもが暮らしやすいまちづくりを進めます。 

 
地域福祉推進のための関係者・関係機関のネットワーク強化  

 2５☆◆地域福祉推進の取組について，西京区地域福祉推進委員会を中心に，児童

福祉分野や高齢者福祉分野，障害者福祉分野のネットワークと協働の取組を展

開し，連携を強化します。 

 

 
地域福祉推進の担い手・創り手の育成  

 2６☆◆「一人暮らしお年寄りサポーター」の養成を行い，一人暮らし等のお年寄

りに目配りをしていただくとともに，その中で支援が必要と思われる場合に

は，地域包括支援センターに連絡・相談を行います。 

２７☆◆「認知症あんしんサポーター」の養成を行い，様々な場面で，認知症に関

する正しい理解や対応方法の普及・啓発に努めます。 

2８☆◆区役所内の掲示板などを活用し，「子育てサロン」の活動など地域活動につ

いての情報を発信します。 

 

 
住民主体の取組の拡大  

 2９☆◆「京（みやこ）・地域福祉パイロット事業」により，住民主体の先駆的な取

組に対する支援を行うとともに，それらを紹介する写真展などを開催し，住民

の主体的な取組の拡大を図ります。 

 

 
総合的な福祉の推進  

 ３０☆◆障害者地域生活支援センターや高齢者の相談窓口である地域包括支援セ

ンターとの連携を強化し，だれもが住み慣れたところで暮らし続けることがで

きる地域づくりに努めます。 

３１☆◆西京区社会福祉協議会と連携し，認知症高齢者や知的障害のある人，ここ

ろの病のある人などが，福祉制度を活用しやすいように援助するしくみである

「地域福祉権利擁護事業」の充実を図ります。 

３２◆判断能力が十分でない方が，安心して社会生活を継続できるよう，「成年後

見制度」の活用を援助します。 

３３☆◆「京都市高齢者・障害者権利擁護ネットワーク連絡会議」の機能向上を図

り，関連団体の連携の在り方の検討や区民，介護職員への啓発などを行い，高

齢者・障害者の権利擁護対策の推進を図ります。 
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５ 子どもたちの健全育成                                          

 
地域や各種団体，行政等が連携し，子育ての喜びが実感できるよう，区民，地域ぐるみで子

育てを支え合う風土づくりを目指します。 

 
地域ぐるみでの子育て支援  

 3４☆子どもの見守り活動について，引き続き取組を進め，地域ぐるみで子育てを

支援します。 

3５☆◆子育てに関する様々な話題について保護者や地域の大人が話し合う座談会

を開催し，たくましく思いやりのある子どもの育成と子どもたち一人一人の可

能性が最大限に開花できる条件づくりを目指します。 

3６☆◆「ファミリーサポート事業」の推進により，子育ての支援を受けたい区民

と援助を行いたい区民が，相互で育児を助け合うことができる地域づくりを進

めます。 

 

 
子育て家庭への支援  

 ３７◆保育所待機児童の解消など，安心して子育てできる保育サービスの充実に努

めます。 

３８◆「児童館（学童クラブ）」，「放課後まなび教室」，「放課後ほっと広場」など

の実施により，放課後の子どもの居場所づくりを確保します。 

３９◆親自身が「親」としての心構えや必要な知識，技術等を子どもの発育や発達

段階に応じて学ぶことができるプログラムを策定し，子育てについての不安解

消や気付きを促すとともに，仲間づくりや親育ちの場を提供します。 

４０◆子育てに関する情報や相談機関の連絡先などがまとめられた冊子を配布し，

子育て家庭への支援を図ります。 

 

 
子育て支援機能の充実  

 ４１☆◆「子ども支援センター」を子育て支援の拠点とし，子育てに関する総合相談や情

報の発信，関係機関のネットワークづくりなど，子育て支援機能の充実を図ります。

４２◆「地域子育て支援ステーション」において，子育て相談や各種講座，子育て

情報の収集・発信など，子育て支援機能の充実を図ります。 

４３◆「子育て支援活動いきいきセンター（つどいの広場）」において，主に乳幼

児の親子が気軽に集い，交流できる場づくりを進めます。 

 

 
子育てを支え合う地域のネットワークの強化  

 ４４☆◆「西京区子育て支援ネットワーク連絡協議会」の活動を強化し，子育て支

援の情報や課題を協議します。 

４５☆◆「西京区要保護児童対策地域協議会」の活動を強化し，児童虐待の早期発

見，対処に努めます。 
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子どもの健全育成の推進   

 ４６☆◆「子どもを共に育む京都市民憲章」の理念を柱とした様々な取組を展開し，

子どもを健やかに育む環境づくりを推進します。 

４７☆◆青少年の自主的活動の促進や課題を抱える青少年に対する支援に取り組 

み，青少年の成長と自立を社会全体で支援します。 

４８☆◆「地域生徒指導連絡協議会」において，地域清掃活動や文化事業の開催，

保護者等を対象とした啓発活動の実施など，青少年の健全育成に関する活動を

推進します。 

４９☆◆中学校と保護司会による懇談会を実施し，地域による青少年の健全育成の取組

を推進します。 

５０☆◆子ども同士や親子で自然や野鳥の観察などを行う事業を支援することに

より，児童の健全育成を図ります。 

５１☆◆「人づくり 21 世紀委員会」との連携の下，子どもたちの健全育成に向け，

  学校や地域社会において，PTA 活動を推進します。 

５２☆◆PTA 活動の活性化や会員同士の交流を図ることを目的に，PTA フェステ

ィバルやホームページによる情報発信等，特色ある取組を展開し，子どもが安

心・安全に育つことのできる環境づくりを進めます。 

 

 
子育て家庭の健康づくり  

 ５３☆◆妊婦やその家族を対象とした「親子の健康づくり講座」の開催や乳幼児健

診，助産師や保健師による家庭訪問などを実施し，子育て家庭の健康づくりを

支援します。 

５４☆◆「親子で楽しむ健康教室」を保健センターや児童館などで開催し，乳幼児

から生涯を通じた健康づくりの基盤形成を目指します。 

５５☆◆家庭や地域における子どもの事故を防止するため，子ども保健医療相談・

  事故防止センター「京（みやこ）あんしんこども館」を活用し，子どもの事故

  防止に努めます。  

 

 

６ 高齢者福祉の充実                                             

 
高齢者の地域での生活を支えるとともに，高齢者一人一人が尊重され，自らの意思に基づき，

住み慣れた地域で，いきいきと健やかに暮らせるまちづくりを進めます。 

 
高齢者の地域生活の支援  

 ５６☆高齢者への見守り活動の強化や声掛け活動等，地域住民や民生委員，児童委

員，老人福祉員，西京区社会福祉協議会などの関係団体が連携し，高齢者が地

域で孤立しない環境づくりを進めます。 

５７☆高齢者の外出に役立つ福祉マップの作成や福祉マップに基づくパトロール

活動を行います。 

５８◆地域包括支援センターにおいて，介護予防ケアマネジメント事業等を実施

し，高齢者が住み慣れた地域で，尊厳ある，その人らしい生活を継続すること

ができるよう努めます。 
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 ５９☆◆医療・老人福祉施設や老人クラブ，家族会，行政等の関係機関が連携し，

「西京区認知症地域ケア協議会」の機能向上を図り，認知症に関する広報や啓

発を行うなど，認知症になっても安心して暮らせるまちづくりを目指します。

６０☆◆地域介護予防推進センターを活用した介護予防の普及啓発を目的とする

講演会の開催や，京都市健康増進センターとの連携により，「高齢者筋力トレ

ーニング普及推進ボランティア」による活動を展開するなど，区民の介護予防

に関する知識の向上を図ります。 

 

 
高齢者の生きがいづくり・健康づくりの支援  

 ６１☆◆学校教室等を活用し，介護予防に関する活動を行うなど，高齢者の社会参

加の促進やひきこもりの防止を図ります。 

６２☆◆老人福祉センターにおいて，高齢者の各種相談への対応や健康の増進，教

養の向上，レクリエーションの場の提供などを行い，高齢者の健康で明るい生

活を支援します。 

６３☆◆高齢者の集会やクラブ活動，憩いの場となる老人クラブハウスでの活動を

支援し，高齢者の生きがいづくりや健康づくりを推進します。 

６４☆◆京都市シルバー人材センターの円滑な事業運営を支援することにより，高

齢者に就業の機会を提供するとともに，高齢者の社会参加を図ります。 

６５☆◆地域で，高齢者の社会参加や生きがいづくりに自主的に取り組む団体を支

援することにより，高齢者の生きがいづくりや健康づくりを推進します。 

６６☆◆「市民すこやかフェア」を開催し，高齢者をはじめとするすべての区民が，世

代を越えて交流し，「明るく豊かな長寿社会」について考える機会を提供します。 

 

 
高齢者福祉基盤の充実  

 ６７◆特別養護老人ホームなどの介護サービス基盤について，必要なサービス供給

量を確保するため，社会福祉法人等への整備助成などにより，基盤整備の促進

を図ります。 

 

 

７ 障害者福祉の充実                                            

 
障害のある人の地域での生活を支えるとともに，地域での交流の場づくりや啓発など，障害

のある人が，いきいきと安心して健やかに暮らすことができるまちづくりを進めます。 

 
障害のある人に対する支援  

 6８◆福祉事務所や保健センター，障害者地域生活支援センターにおいて，適切な

福祉サービスに関する情報提供や利用援助を行うなど，障害のある人が安心し

て地域生活を送ることができるよう，相談支援の充実を図ります。 

6９◆視覚障害や聴覚障害のある人が必要な情報を的確に入手できるよう，広報物

の点訳化や音訳化，手話通訳者や要約筆記者の派遣等を行い，コミュニケーシ

ョン手段の確保に努めます。 
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 ７０☆◆訪問サービスや日中活動の場，グループホーム等の居住の場など，多様な

ニーズに対応できるサービスの提供体制の確保を図るとともに，質の高い福祉

サービスを提供できる人材の養成を図り，障害のある人の地域での自立を支援

します。 

７１☆◆福祉・教育・労働関係機関や企業等との連携・協働により，障害のある人

が，その意欲と能力と適性に応じて，生きがいと希望を持って働くことができ

るよう支援します。 

 

 
障害のある人の交流活動の展開  

 ７２☆◆障害のある人が，地域社会の中で積極的に社会参加し，幅広く交流が図れ

るよう，地域活動への参加の機会づくりを進めます。 

７３☆◆様々な啓発活動や広報活動を展開し，障害のある人に対する理解や認識が

深まるよう努めます。 

 

 

８ 健康づくりの推進                                              

 
保健・医療・福祉の各分野で活動する様々な主体が連携し，区民が生涯にわたって，いきい

きと健やかに暮らせるまちづくりを進めます。 

 
心身の健康の充実  

 ７４☆◆「京都市民健康づくり推進会議」や健康に関する情報誌の発行などの取組

を展開し，壮年期死亡の減少や健康寿命の延伸を目指します。 

７５◆がんの早期発見と早期治療を目的に，がん検診を実施するとともに，歯周疾

患を予防・早期発見し，生涯自分の歯で食べることを通じ，健康な日常生活を

送ってもらうための健診を実施します。 

７６◆講演会の実施やむし歯予防啓発パンフレットの発行など，各ライフステー 

  ジに応じた口腔保健を実施し，区民の歯と口の健康維持と向上に努めます。 

７７◆専門の医師や精神保健福祉相談員による相談を実施し，区民のこころの健康

の保持・増進に努めます。 

７８◆こころの病のある人に対して，自立支援医療費の支給や精神障害者保健福祉

手帳の交付等を実施し，社会復帰を促進します。 

 

 
健康意識の向上  

 7９☆◆健康相談や健康教室の開催などを通じて，区民の健康に対する意識の向上

  を図ります。 

 

 
地域による健康づくり活動と支援  

 ８０☆◆地域で主体的に健康づくりに取り組む「健康づくりサポーター」による活

動を支援，展開し，区民の健康に対する意識の向上を図ります。 
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食育の推進  

 ８１☆◆学区・地域において「食育指導員」を養成するとともに，ライフステージ

に応じた食育に関する講習会などを開催し，各家庭に正しい食生活を指導する

など，地域ぐるみで食育を推進します。  

８２☆◆食生活相談や健康づくりのための教室などを開催し，食に関する適切な判

  断力を養い，生涯にわたって健全な食生活を実現することにより，区民の心身

の健康の増進と豊かな人間形成を図ります。 

 

 

９ 教育の充実                                                 

 
 地域の自然や歴史，文化などを生かし，地域ぐるみで特色ある教育を進めるとともに，教育

環境の整備などを通じ，子どもの個性に応じたきめ細やかな学校教育を進めます。 

 
地域との連携による学校教育の推進  

 ８３☆◆「学校運営協議会」において，地域に対し開かれ，信頼される学校づくり

を進めるとともに，保護者や地域の学校教育への参画意識を高め，各学校の特

色を生かした教育活動を推進します。 

８４☆◆多彩な職業や分野で，豊富な知識や技能を有する人材を「学校支援ボランテ

ィア（わたしたちの新しい先生）」として派遣し，特色ある教育活動を展開します。

８５☆◆「土曜学習」を実施し，「確かな学力」の育成を図る主体的な学習活動や

創意工夫あふれる学びの場を提供することにより，子どもたちの学習意欲の向

上や基本的な学習習慣の確立を目指します。 

８６☆◆土曜日や日曜日，夏休みなどの学校休業日において，京都ならではの多様

  な学習資源を生かした豊かな学びと育ちの場を提供します。 

8７☆◆伝統工芸や伝統芸能に携わる人物を講師として招くなど，地域との連携を

図りながら，「京の子ども『かがやき』創造事業」を実施し，伝統文化を体験

的に学習することができる場を提供します。 

８８◆京都の伝統産業などについて学ぶことができる副読本を活用し，地域の歴史

や文化について学ぶ機会の充実を図ります。 

 

 
子どもの特性に応じた教育の充実  

 ８９◆「地域で学びたい」という要望に応えるため，育成学級の充実を図ります。

９０◆「総合育成支援員」の配置などにより，LD（学習障害）など，特別に教育

的支援が必要となる幼児・児童・生徒に対する支援体制の充実を図ります。 

 

 
教育環境の充実  

 ９１☆◆学校図書館の環境整備や運営補助を担う「学校図書館ボランティア」によ

る活動を展開し，学校図書館機能の充実に努めます。 

９２◆「スクールカウンセラー」や「スクールソーシャルワーカー」を学校へ配置

するなど，相談体制を充実し，子どもたちの「心の居場所づくり」に努めます。

９３◆学校のトイレについて，明るく居心地のよい「快適トイレ」として改善を図

り，快適な教育環境の整備を進めます。 
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１０ 安心で安全なまちづくりの推進                                         

 
区民と区役所・支所，警察署，消防署，学校等の関係機関が連携し，防犯や交通安全などの

幅広い分野で，地域特性に応じた取組を展開し，地域の多様な問題に幅広く，自主的に対応で

きるまちづくりを進めます。 

 また，関係団体の連携と地域コミュニティを生かした防災体制の強化を図り，防災意識の向

上など地域の防災機能を高めるとともに，建物の耐震化など，災害に強い，安心して暮らせる

まちづくりを進めます。 

 
地域を挙げた防犯活動の推進  

 9４☆子どもの見守り活動や夜間における青色防犯パトロール，防犯活動に取り組

む各種団体の連携強化による防犯体制の強化など，地域ぐるみで防犯活動を進

めます。 

9５☆隣近所での防犯声掛け活動の実施など，地域の防犯環境づくりを進めます。

9６☆◆子どもの見守り活動に対する講習会の開催などの支援を通じて，通学路や

地域での子どもの安全を確保します。 

9７☆◆「地域における安全センターである交番」を核とし，地域住民組織や関係

行政機関が連携し，自主防犯組織の結成と拡大を図ります。 

9８☆◆地域住民や各種団体，事業者，警察その他関係機関とのネットワーク組織

である「生活安全推進協議会」において，生活安全に向けた啓発活動や情報提

供を行い，安心で安全なまちづくりの構築に努めます。 

９９☆◆放火などの悪質な犯罪を防止するため，防火見回り活動の推進など，地域

ぐるみの防火活動を促進します。 

 

 
交通安全対策の推進  

 100☆通過車両が多い生活道路などにおいて，通学時間帯での子どもの交通安全の

確保を図ります。 

101☆◆自転車の夜間無灯火による交通事故の発生などを防止するため，自転車の乗

  り方やマナーなどについての啓発活動，交通安全教室の開催などに取り組みます。

102◆ガードレールや横断防止柵，案内標識等の交通安全施設の新設，補修工事を

実施し，交通安全施設の充実に努めます。  

 

 
地域の防災環境づくり  

 103☆災害時における要援護者の把握と，速やかな救援活動を行うため，災害時の

要援護者名簿の作成に取り組み，地域における防災体制の強化を図ります。 

104☆◆地震災害時における市街地の危険性の評価結果を周知するとともに，地域の特

性に応じて，区民と行政の協働により進める都市防災対策の基本方針を示します。

105☆◆火災，地震，風水害などあらゆる災害に対応するため，区役所，消防署な

ど防災関係機関が区民と連携し，防災訓練を実施するとともに，地域事情に応

じた警戒避難体制を構築するなど，危機管理体制の強化を図ります。 

106☆◆西京区災害ボランティアセンターが，災害時に機能を発揮できるよう，西

京区社会福祉協議会や関係機関とのネットワークの構築に努めます。 
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 107☆◆高齢者に関する各種団体や機関が連携し，火災等の災害から高齢者の命を

守るための情報交換を行うなど，高齢者の防火安全対策を推進します。 

108☆◆地域の文化財における防災施設の設置や維持管理・指導を進めるととも 

に，「文化財市民レスキュー体制」の構築に努めるなど，地域の文化財に対す

る防火対策の充実を図ります。 

109◆食中毒の探知や感染症の発生，災害などの際に，区民の健康を守るための組

織と体制の整備に努めます。 

 

 
防災意識の向上  

 110☆◆消防団・自主防災組織の機能強化や応急手当の普及啓発による自主救護能

力の向上など，地域ぐるみで防災対応力を高めていけるよう，防災意識の向

上を図ります。 

 

 
安心で安全な空間づくり  

 111◆民間建築物に対する耐震診断士の派遣や耐震改修費の助成など，民間建築物

の耐震化を促進するとともに，公共建築物についても，建築物の長寿命化を

行う中で，耐震化を進めます。 

112☆◆災害時の緊急避難場所となる西文化会館ウエスティなどの施設において 

は，消防訓練や負傷者手当に関する講習の受講，災害時に必要となる機器の

整備などに努め，地域住民の安心と安全を確保します。 

 

 
災害に強い上下水道の整備  

 113◆地震などの災害に強い上下水道施設を整備するとともに，被災しても被害が

少なく，早期に復旧可能な上下水道を構築します。 

 

 
１１ 商工業の振興                                            
 

地域の特性を生かした商工業の活性化など，地域に密着した商工業の育成を図るとともに，

産学公の連携による先端産業の育成を支援します。 

 
地域に密着した商工業の育成  

 114☆地域の商店街の利用促進や，地域で操業する工場や事業所への見学会を実施

するなど，地域産業への理解を深め，地域の商工業の活性化を図ります。 

115☆◆地域の特性に応じた商業ビジョンである，「嵯峨嵐山地域商業ビジョン」

の推進と具体化を支援します。 

 

 
先端産業の育成  

 116☆◆産学公連携の下，最先端の学術研究成果を産業界に橋渡しするなど，世界

最高水準の知的産業創出拠点を目指す「桂イノベーションパーク」において，

ベンチャー企業育成や新事業創出の取組を推進します。 
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第２節 環境と共生するまちづくり                              
～美しい自然を守り育て，未来へ引き継ぐまちを目指して～ 

 
西山や桂川，小畑川などの豊かな自然環境をはじめ，公園や街路樹などの身近な緑を大

切にし，かけがえのない財産として未来へ引き継ぐとともに，自然とのふれあいを通じて，

環境に関する意識の更なる向上につなげます。 

また，西山を背景とする景観や，大原野の広大な田園風景，旧山陰街道沿いの歴史的な

景観など，西京ならではの美しい景観の保全を図るほか，身近な緑を生かしたうるおいあ

る景観の創出に努めます。 

さらに，区民の環境に関する高い意識を基に，まちの美化活動やごみの減量化，リサイ

クルなどに引き続き積極的に取り組み，環境にやさしいまちづくりを進めます。 

加えて，農業の振興を図るとともに，地産地消の推進に努めます。 

 
１ 自然環境の保全と緑化の推進                                          

 
 地域に存在する豊かな自然環境を保全し，それらにふれあう機会づくりに取り組むととも 

に，その機会を通じて，自然を大切にする心の育成に努めます。 

 
豊かな自然環境の保全と創出  

 1☆地域の豊かな自然とふれあう機会を積極的につくるため，野外活動のルールづ

くりなどに取り組みます。 

2☆地域の手によって，公園や広場に花木を植栽し，管理を行うなど，うるおいあ

る公園づくりを進めます。 

 

 
環境を大切にする心の育成  

 ３☆◆エコドライブの推進や環境家計簿の普及啓発などを推進するとともに，地域

の各種団体の連携の下，環境に関する学習会を開催するなど，地域ぐるみの取

組を進め，区民の日常生活の中の環境に対する意識を高めます。 

４☆◆多彩な地球温暖化対策事業を推進するとともに，地域に対し，エコライフに

対する情報の提供を行います。 

５◆学校校舎のエコ化などにより，環境への負荷を軽減するとともに，環境に関す

る学習会の開催などを通じて，子どもの環境教育の充実を図ります。 

 

 
まちの緑化の推進  

 ６☆◆建物等の緑化事業を支援することにより，ヒートアイランド現象の緩和や良

好な景観の形成などを図ります。 

７☆◆「街路樹サポーター」をはじめ，区民との協働により，街路樹とその周辺部

の美化等への取組を推進します。 
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２ 「歩くまち・京都」の推進                                           
 

 京都らしい，人と公共交通優先の「歩いて楽しいまちづくり」を推進します。 

 
「歩くまち・京都」の推進  

 ８☆◆既存の公共交通の利便性の向上を図るとともに，歩く魅力を最大限に味わえ

る，歩行者優先のまちをつくることにより，一人一人が歩く暮らしを大切にする，

「歩くまち・京都」の実現を目指します。 

 

 
３ まちの美化活動の推進                                         

 
 地域住民や関係団体，行政との連携の下，まちの美化活動を推進します。 

 
まちの美化活動の推進  

 ９☆地域住民や各種団体学校等が参加し，門掃き運動や公園，道路などの清掃，除

草など，地域の美化活動を推進します。 

１０☆◆地域における一斉清掃の取組や環境問題に対する知識や理解を深めるた

めの啓発活動などを実施し，環境にやさしいまちづくりを推進します。 

１１☆◆「まちの美化住民協定」の締結推進やごみの不法投棄対策など，区民と行

政の協働の下，「世界一美しいまち・京都」の実現に向けた取組を推進します。

１２◆「まちを美しくするための措置要綱」に基づき，空地管理の指導と啓発に取

り組むなど，まちの美化を推進します。 

 

 

４ 循環型社会の構築                                            

 
 日々の暮らしの中で，家庭や地域，社会における３R（リデュ―ス，リユース，リサイクル）

の取組を推進することにより，限りある資源を有効に活用する循環型社会の構築を目指します。

 
循環型社会の構築  

 １３☆◆「西京塾」の取組をはじめ，環境に関する多彩な活動を行う団体と連携し，

「一人一人が環境にやさしい行動を心掛け，実践するまち」の実現を目指します。

１４☆◆地域のイベント等において，リユース食器の使用やごみの減量，資源の有

効活用を推進するなど，イベント等のエコ化を推進します。 

１５☆◆コミュニティ回収助成制度や生ごみ，落ち葉等の堆肥化活動助成制度など

により，区民の自主的なごみ減量，リサイクル活動の取組を支援します。 

１６☆◆資源リサイクルセンターなどの施設見学会を開催し，ごみの分別やリサイ

  クルについて学ぶ機会の充実に努めます。 

１７☆◆地域ごみ減量推進会議の活動支援や資源物回収拠点の拡大・啓発などを通

じて，ごみの減量，分別，リサイクルを推進します。 

１８☆◆落ち葉コンポストを設置し，落ち葉を資源として活用するなど，循環型社

会の構築に向けた取組を進めます。 
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 １９◆公共施設において，節電や節水，ごみの排出量の削減など，環境に配慮した

施設運営に取り組みます。 

２０◆紙おむつ使用世帯などへ指定ごみ袋を無償配付し，ごみの減量に一定の限り

のある世帯に配慮します。 

 

 
５ 美しい景観の創出と住環境の整備                                        

 
 区内に広がる自然景観や歴史的景観の保全に努めるとともに，区民と行政が連携し，美しい

景観の創出を進めます。 

 また，良好な住環境の保全，形成のための取組を支援するとともに，だれもが，いつまでも

住み続けたいと感じられる，住環境の形成を図ります。 

 
美しい景観の創出  

 ２１☆◆路上違反広告物追放推進員を中心に，地域と行政が連携し，電柱などへの

違法な貼り紙や落書きを防止するパトロール隊を結成し，美しい景観づくりに

取り組みます。 

２２☆◆多彩な景観政策を展開し，区内に広がる嵐山などの山並みや「西京樫原界

わい景観整備地区」などの保全を図ります。 

２３☆◆嵐山から大枝，大原野に連なる山並みや，洛西中央緑地の保全により，地

域住民にうるおいのある生活空間を提供します。 

 

 
快適な住環境の整備  

 ２４☆◆地域住民の自主的なまちづくり活動を，多彩な方法で支援，促進し，良好

な住環境の形成とまちなみの保全を図ります。 

２５☆◆建築協定の締結や更新の支援，地区計画などにより，良好な住環境の形成

や景観の保全を図ります。 

２６◆地域の魅力やすまい方の発信と併せた空き家活用の継続的かつ自立的な仕

組みの構築を図ります。 

２７◆市営住宅の適切な維持管理や改善を行い，住宅セーフティネット機能の充実

を図ります。 

 

 
６ 田園環境の保全と農業の振興                                          

 
 緑地空間や保水機能など多彩な機能を持つ農地を保全するとともに，地産地消の推進など農

業の振興を図ります。 

 
田園環境の保全  

 ２８☆地域の「緑」としての機能も有する農地の大切さについて，地域住民に理解

を深めてもらうためのイベントや啓発活動を実施するなど，農地を大切にする

意識を育みます。 

２９☆◆地域の関係機関が連携し，農地や農業用水路などの維持管理を強化し，田

園環境の保全と質的向上を図ります。 
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農業の振興  

 ３０☆タケノコや柿，なすなど，西京区の特産となっている農産物のブランド化を

進めます。 

３１◆獣害防止柵や緩衝地帯を設置するなど，鳥獣被害の防止に努め，農業の活性

化を図ります。 

３２☆◆花き団地や市民農園に対する支援を通じて，次代の農業を担う地域の若者

が定住できる環境づくりを整備します。 

３３☆◆花き団地における支援や指導を実施するなど，新しい農業の展開を支援し

ます。 

 

 
地産地消の推進  

 ３４☆地域で収穫した農産物について，区民が購入できる直売所の拡充などを進

め，生産者と消費者の好循環を構築します。 

３５☆◆農業まつりなどを開催し，品評会や卸売を通じて，農家の技術研鑽と地域

の農産物の啓発を図るとともに，都市住民と農家との交流を図ります。 
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第３節 人と歴史・文化が輝くまちづくり                          
～地域の魅力を生かし，多彩な交流が進むまちを目指して～ 

 
西山山麓などに点在する由緒ある寺院や神社等を中心に，地域の魅力の発信や活用を図

るとともに，身近なお祭りや伝統芸能などを生かして地域コミュニティの形成に努めます。 

また，健康増進にもつながる市民スポーツの更なる振興，亀岡市等との住民交流や生涯

学習の推進，区民と大学をはじめとする区内の学術研究施設の交流の推進を図ります。 

 
１ 地域の歴史・文化の継承と活用                                     
 

 区内に点在する歴史的資源を活用したコミュニティづくりを進めるとともに，地域の歴史や

文化に対する理解を深め，次代への継承に取り組みます。 

 
地域の歴史的資源を生かしたコミュニティづくり  

 1☆地域の神社，仏閣のお祭りや伝統行事について，若い世代を中心とした区民の

参加を促すなど，区民の交流の場として活用し，地域コミュニティの活性化を

図ります。 

2☆◆区内の学術研究機関と連携し，地域の持つ文化的資源を活用しながら，地域

  コミュニティの活性化を図ります。 

 

 
歴史や文化の伝承と創造  

 3☆地域固有の伝統芸能などを受け継ぎ，守っていくため，若い世代の参加を促し，

地域の歴史資源の保全を図るとともに，歴史や文化に関する講演会の開催や研

究会，サークルなどの育成を図ります。 

4☆「西京ウォーキングマップ」などを活用し，地域の歴史や文化の再発見につな

げるとともに，歴史ガイドを育成し，観光分野と連携しながら，地域文化の発

信を進めます。 

5☆◆西文化会館ウエスティや学校施設などを活用し，地域の文化や芸術の振興を

図ります。 

6☆◆歴史都市・京都に息づく文化を，知識とともに体験を通じて学ぶ機会を提供

します。 

 

 
２ 観光の振興                                          

 

 区民の暮らしとバランスを取りながら，地域の魅力を生かした観光の振興に取り組みます。 

 
観光の振興  

 7☆区民や観光客が，西京区の自然や歴史などを楽しむことができる散策ルートの

設定を進めます。 
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 8☆◆地域や事業者との連携により，観光シーズンにおける大原野地域の交通渋滞

を防止し，地域住民の日常生活を守るとともに，大原野地域の観光振興を目指

した取組を推進します。 

9◆多くの観光客に利用されている「京都一周トレイル」について，踏破証の交付

やガイドの仕組みを構築するなど，エコツーリズムを推進します。 

１０◆「京都一周トレイル」道標やガイドマップへの英文併記，気軽に楽しめるダ

イジェストコースの設定・紹介など，外国人観光客を積極的に受け入れるため

の取組を進めます。 

１１◆「歩く観光」を推進するため，観光客の視点に立って，観光案内標識の在り

方を抜本的に見直し，ガイドラインを策定するとともに，京都らしいデザイン

や景観との調和，外国語表記やユニバーサルデザインなど，あらゆる観点から

検討します。 

 

 
３ 市民スポーツの振興                                           

 
区民がスポーツに親しめる環境づくりに取り組み，スポーツを通じて区民の健康づくりや区

民相互の交流を推進します。 

 
市民スポーツの振興  

 １２☆◆ニュースポーツの普及や振興，各種スポーツ大会の開催を通じて，だれも

が，どこでも，様々な形でスポーツに親しめる環境づくりに努め，区民の健康

の増進と地域コミュニティの活性化を図ります。 

１３☆◆体育指導委員の活動を支援するとともに，その連携と育成に努め，市民ス

ポーツを担う人材の育成を図ります。 

 

 
４ 亀岡市等との交流の推進                             

 
 近隣市町との交流を通じた地域の活性化を進めるとともに，多彩なふれあいや交流の機会 

を通じたまちづくりを進めます。 

 

多彩な交流の推進  

 １４☆◆亀岡市をはじめとした近隣市町との住民交流を促進し，地域の活性化を図

ります。 

１５☆◆外国につながりを持つ人とのふれあいや交流の機会を通じて，区民の異文

化理解と多文化共生の促進を図ります。 
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５ 生涯学習の推進                                                
 

 子育てや環境問題など，幅広いテーマを対象に，地域全体で学習や実践活動が行えるよう，

区民の自主的な生涯学習を支援するとともに，地域を中心とした生涯学習の展開を図ります。

 

地域が軸となった生涯学習の展開  

 １６☆◆学校コミュニティプラザ事業や学校ふれあいサロン事業など，小学校や中学校

を身近な生涯学習の場として活用し，地域住民による趣味や教養教室を開催します。

１７☆◆小学校や中学校を身近な生涯学習の場として地域に開放し，地域に根差し

た生涯学習活動を推進します。 

１８☆◆子育て支援や環境問題など，様々なテーマについて，地域全体で学習や実

践活動を行い，温もりのある地域づくりと生涯学習の推進を図ります。 

 

 
図書館機能の充実   

 １９◆西京及び洛西図書館が，区民の生涯学習の拠点として機能するよう，幅広い

年齢層の様々なニーズに応えられる資料を提供します。 

２０◆西京及び洛西図書館が，区民の集いの場としての役割を果たすとともに，学

校等との連携を図ることにより，学校教育の支援も行います。 

 

 
６ 大学等と地域との連携の推進                                           

 
 区内に存在する大学などの学術研究機関と地域が連携しながら，まちづくりを進めるととも

に，地域文化や教育・研究活動の成果を発信します。 

 
大学等と地域との連携  

 ２１☆大学が開催する市民講座や講演会などへの積極的な参加を促進するととも

に，大学に対して，市民にも分かりやすい講座の開催などを呼び掛けるなど，

地域と大学との連携を図ります。 

２２☆大学をはじめとする学術研究機関の特色を生かした地域との連携により，新

たな地域文化の創造を図ります。 

２３☆◆区内に存在する学術研究機関の連携により，芸術と科学の交わる地域独自

の文化を発信します。 

２４☆◆地域に開かれた大学づくりを目指し，演奏会や展覧会，公開講座の開催な

ど，様々な方法で，教育・研究活動の成果を地域に発信します。 

２５☆◆大学と地域との協働による取組を支援するとともに，大学と地域との連携

に関するガイドブックや成功事例等についての情報発信を行います。 

２６☆◆学生と地域との交流促進に向けて，地域の祭りや行事への学生の参画を促

進するコ―ディネート機能を構築します。 
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第４節 暮らしやすい都市基盤が整うまちづくり               
 

～快適で，いつまでも住み続けたいと思うまちを目指して～ 
 

鉄道やバスなどの公共交通体系の充実を図るとともに，幹線道路の整備や立体交差化，

橋梁整備を行うほか，歩行者や自転車が安全に通行できる道路環境の整備や放置自転車対策を

進めます。 

また，災害時等に備え，河川や水道施設の整備を進めるほか，うるおいのある水辺空間

の創出に努めます。 

 
１ 公共交通体系の充実                                                 

 
 関係機関の連携の下，地域の特性に応じた公共交通体系の充実に努め，更なる利便性の向 

上を図ります。 

 
公共交通機関の充実  

 １☆地域や行政，事業者が連携し，コミュニティバスなど地域の特性に応じた交通

の在り方について検討します。 

２◆洛西地域の民間バス事業者と連携し，ダイヤ調整を行うなど，バス交通の利便

性の向上に努めます。 

 

 
２ 暮らしやすい道路環境の整備                                            

 
 身近な道路の見直しにより，人にやさしい道路づくりに取り組むとともに，主要な幹線道路

の整備を促進し，交通渋滞の解消と周辺地域の活性化を図ります。 

 
身近な道路環境の整備  

 ３☆身近な道路などにおいて，歩行者や自転車の視点に立った調査を行い，歩行者

や自転車にやさしい道路環境づくりに向け，改善点などの確認と行政への伝達

を図ります。 

 

 
幹線道路の整備  

 ４◆京都第二外環状道路の整備を促進し，交通渋滞を解消するとともに，都市機能

の向上や沿道地域の発展を図ります。 

５◆一般国道９号京都西立体交差事業を推進し，交通渋滞の解消や交通事故の減少

を図るとともに，沿道環境の改善を図ります。 

６◆久世梅津北野線（桂川橋りょう）の整備を促進し，交通渋滞を解消するととも

に，安全で快適な地域内交通の確保や，地域のまちづくりの促進を図ります。

７◆中山石見線の整備を促進し，交通渋滞を解消するとともに，洛西地区の生活道

路の通過交通を抑制し，安全で円滑な道路交通の確保を図ります。 

８◆伏見向日町線の整備を促進し，交通渋滞を解消するとともに，生活道路の通過

交通を抑制し，円滑な道路網の確保を図ります。 
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 ９◆大山崎大枝線，久世北茶屋線の整備を促進し，地域交通の円滑化とともに，地

域の活性化を図ります。 

１０◆阪急京都線（洛西口駅付近）連続立体交差化事業を促進し，踏切遮断による

交通渋滞の解消や交通事故の減少を図るとともに，鉄道による地域の分断をな

くし，良好な市街地の形成と活力あるまちづくりを進めます。 

 

 
放置自転車対策  

 １１☆◆自転車駐輪場の整備を進めるとともに，自転車の利用マナーの向上のた

め，自転車放置防止啓発活動や放置自転車の撤去を行い，安心で安全な通行環

境とまちの美観の確保を図ります。 

 

 
３ 河川等の整備                                               
 

 河川や上下水道の整備を促進し，災害時に備えるとともに，区民にうるおいのある水辺空間

や安心で安全な水道水を提供します。 

 
河川改修の促進  

 １２◆善峰川の改修事業を促進し，治水安全度の向上を図るとともに，河川景観の

保全や人と河川のふれあいの場を形成します。 

１３◆新川の改修事業を促進し，浸水被害を防ぐ，水害に強い安全な川づくりを目

指します。 

 

 
総合的な治水対策  

 １４◆河川整備事業と雨水幹線整備事業との連携により，総合治水対策を推進する

とともに，区民や事業者，行政が連携し，雨水流出抑制対策を推進します。 

 

 
安心で安全な水道水の供給  

 １５◆京都の水道水の水源となっている琵琶湖の水質の監視を強化するとともに，

高度浄水処理施設を段階的に整備し，家庭に供給される水道水の異味臭の解消

と水質基準の遵守に努めます。 

１６◆鉛製給水管の取替工事の実施や支援を行い，区民の水道水の水質への不安を

払拭します。 
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第５章 区民の未来への願い                                    

 

第１節 豊かな自然の次世代への継承の願い 

 

 西京区は，嵐山や小塩山，ポンポン山などの西山連峰をはじめ，桂川や小畑川，善峰川など，豊かな 

自然を有しています。 

 ３０年後，５０年後，そして，もっと先の未来をも見据え，これらのかけがえのない豊かな自 

然を大切に守り，次の世代，更にはその次の世代へと，着実に引き継がれていくことを西京区民 

は心から願っています。 

 

第２節 地下鉄東西線の西京区への延伸の願い 

 

 西京区の東部地域には，阪急京都本線が通っているものの，西部地域には鉄道が通っていません。 

 区民の利便性の向上や交通渋滞の緩和に大きく寄与し，また区内の学術研究機関への移動のた 

めの重要な交通手段となるなど，京都市西部地域の交通体系の核となり，西京区の更なる発展に

欠くことのできない，地下鉄東西線の西京区への延伸を，西京区民は切に願っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27



 

 

 

第６章 実現に向けて                                    

 

第１節 協働によるまちづくりの推進 

 
西京区基本計画の実現のためには，区民の皆様の力が必要不可欠です。 

また，少子高齢化の進展や価値観の多様化，ライフスタイルの変化などに伴い，まちづくり

における課題も複雑化，多様化してきており，区民と行政の協働によるまちづくりの推進が，

これまで以上に必要となっています。 

さらに，計画の実現のためには，区民に最も身近な行政機関である区役所機能を強化し，区

民サービスの向上や地域の自主的な取組を支援する仕組みづくりが必要不可欠です。 

そこで，区民と行政が次のような姿勢や役割を持ち，協働によってまちづくりを推進しなが

ら，西京区基本計画の実現を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区民の姿勢や役割 

○区民一人一人が地域のことに関心を持

ち，まちづくり活動への積極的な参画に

努めます。 

○各学区・地域や各種団体などの連携に

よる，まちづくりの推進に努めます。

○地域コミュニティの活性化と地域力の

更なる向上に努めます。 

行政の姿勢や役割 

○区民にとって利用しやすいサービスの提供

や分かりやすい情報の提供に努めるなど，

区民サービスの一層の向上を図ります。 

○関係行政機関の連携により，施策・事業

の着実な推進を図ります。 

○まちづくりの主役となる区民の自主的

な取組を支援する制度や区民の意見が

反映できる仕組みの構築を図ります。 

協働・連携 

西京区基本計画の実現 
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第２節 計画の推進体制 

 

西京区基本計画を着実に実行するためには，進行管理を的確かつ定期的に行うとともに，行政

と区民が情報を共有しながら，まちづくりを進めていくことが重要です。 

 このため，計画に掲げる施策・事業や区民の自主的な取組などについて，進捗状況を点検・確

認する組織を設置します。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「西京区基本計画推進組織（仮称）」 

○西京区基本計画の推進 

○西京区基本計画に掲げる取組項目の進行管理 

○区民の自主的な取組の情報交換及び確認 

区役所 

 

☆西京区基本計画推進体制のイメージ 

推進 

西
京
区
基
本
計
画
の
実
現 

連携 
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「新たな西京区基本計画」や「西京区」のイメージを表す標語・ 
キャッチフレーズ検討資料 

 
１ 委員の皆様からの御意見 

 

１ 豊かな緑に育まれた元気なまち西京 

２ 観光，自然，住みやすい町 

３ 伝統をつなげる若いチカラ西京区 

４ 西京区輝く未来に愛がある 

５ 西山の萌える緑に子の笑顔 

６ 千古の歴史，緑なす竹林，桂川，自然を生き生き，未来に築く文化のまち 

７ 西山と川の流れに抱かれて住みごこちの良い美しいまちへ 

８ 緑と自然・豊かなわがまち西京区 

９ 

世代を越えての明るい未来や希望に満ちた躍動感のあるキャッチフレ

ーズに，今ある自然と共存する喜びと，それを大切にする心を加味したキ

ャッチフレーズが，西京区にはふさわしいと思います。 

10 西山文化の重みをかみしめ生きる 

11 未来にはばたく西京区 

12 知ってもらおう西山文化 

13 心ふれあうふる里 

14 すこやかでいきいき みどりかがやく西京 

15 みんながつくる 人がかがやく 水と緑豊かなまち 西京区 

16 世代を越え 地域で育む 西山の人づくり 街づくり 

17 創り・育み・交る“西山文化” 

18 緑豊かな歴史の里 

19 歴史・文化を守り 出会い・ふれあいを大切に 明るい未来の西京区 

20 皆がいつまでも住み続けたい 安心・安全な街 西京区 

21 自然・歴史・文化・出会い・ふれあい・絆・安心・安全 

22 西山文化を作り・守り・育てる西京区 

23 人と人とが出会いふれあう街 西京区 

24 皆の街，大切に育て守ろう西京区 
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２ 御意見に含まれる主なキーワード 
 
（１）西京区・・・・・・・・・・・・・１２名 
（２）緑・自然・・・・・・・・・・・・１０名 
（３）未来・・・・・・・・・・・・・・・５名 
（４）歴史・伝統・・・・・・・・・・・・５名 
（５）西山文化・・・・・・・・・・・・・４名 
（６）若い・子ども・・・・・・・・・・・４名 
（７）文化・・・・・・・・・・・・・・・３名 
（８）住・・・・・・・・・・・・・・・・３名 
（９）人・・・・・・・・・・・・・・・・３名 
（10）水・川・・・・・・・・・・・・・・３名 
（11）西山・・・・・・・・・・・・・・・３名 
（12）安心・安全・・・・・・・・・・・・２名 
 
３ キーワードを基にした標語・キャッチフレーズの例 
 

○例１ 
 未来にはばたく 絆と環境のまち 西京 

 
 ○例２ 
  人と地域の絆で築く 西山文化 
 
 ○例３ 
  自然・歴史・地域の絆 西京 
  
 ○例４ 
  人と緑かがやく 絆と協働のまち 西京区 
 
 ○例５ 
  すこやか あざやか たおやか西京 
 
４ 他区の現行基本計画における標語・キャッチフレーズ 
 

北 区 自然と人が共生する文化のまち北区 

上京区 暮らしが息づき伝統と文化の薫るまち 

左京区 
歴史・文化・学問のまち左京区 

        緑あふれるやま・まち・さとに広がる出会い！

中京区 にぎわいのある中京 

東山区 伝統・創造・文化 ～やすらぎとふれあいのまち東山～ 

山科区 ２１世紀 躍動とふれあいのまち・山科区 

下京区 であい ふれあい 町衆のまち いきいき下京 

南 区 水と風きらきら・暮らしゆったり・洛南しっかり 

右京区 人と歴史と自然が織りなす明るい未来 

西京区 新しい西山文化の創造をめざして 

伏見区 水と緑と温もりでひらく都市 伏見 

 



 

パブリック・コメントの実施について（案） 

 

 

１ 趣旨 

西京区では，現行の区基本計画の取組期間が平成２２年末をもって終了するため，

平成２３年度からの１０年間のまちづくりの指針となる新たな「西京区基本計画」

の策定に向け，区民と協働で取組を進めている。 
この度，「西京区基本計画策定審議会」において，各学区・地域の方々からなる

「西京・洛西住民円卓会議」での意見や区民アンケートの内容などを踏まえ，新た

な「西京区基本計画」の素案がとりまとめたれたので，広く区民から意見を聴くた

めにパブリック・コメントを実施する。 
 

 

２ 募集期間 

  平成２２年８月１６日（月）～９月３０日（木） 

 

 

３ リーフレット等の配布・閲覧場所 

（１）西京区基本計画＜素案＞ 概要版 
 西京区役所，洛西支所，西京・洛西図書館，阪急桂駅，ラクセーヌ等 

（２）西京区基本計画＜素案＞ 本冊 
 西京区役所，洛西支所 

  

 ※ 上記（１），（２）は，西京区役所ホームページでも閲覧可能である。 

 

 

４ 意見の提出方法 

  持参，ＦＡＸ，郵送，電子メール 

 

 

５ 広報 

  市民しんぶん西京区版（８月１５日号，９月１５日号），ホームページ 
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今後のスケジュール（案） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第７回 ８月４日 
【主な内容】 
 ○計画素案についての報告及

び意見交換 
○自主的な取組の進め方等に

ついて 

第８回 １１月頃 

【主な内容】 

 ○計画案についての報告及び

意見交換 
○自主的な取組の進め方等に

ついて 

住民円卓会議策定審議会 

第４回 ７月２８日 

【主な内容】 

 ○基本計画素案について 

 ○パブリック・コメントの実施 など

新たな西京区基本計画の策定（１月） 

報告 

 

報告 

 

報告 

第５回 １０月頃 

【主な内容】 

 ○基本計画案について 

 ○パブリック・コメントの実施結果に

ついて など 

第６回 １２月頃 

【主な内容】 

 ○基本計画最終案の審議 

資料３ 

８月１６日～９月３０日 

 パブリック・コメントの実施 報告 


